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9 月 3 日（土）の例会は中止します。 

講師の本庄先生には、重ね重ねご迷惑をおかけしますが、感

染の急拡大が収まらない状況から中止の判断をせざるを得なく

なりました。皆さまのご了承をお願いいたします。 
 

☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

 

ただちに国会を開いて、コロナ感染

第７波から国民の暮らしと生活を守り、

同時に反社会団体・「旧統一協会」と

の関係を明らかにすべきです。 
  

「課題が山積」というなら岸田首相は、国会を開いて国民への

説明責任を果たすべきです。参院選後の臨時国会はたった 3 日

間でした。コロナ感染の急拡大に何の手も打とうとしませんで

した。内閣改造では「旧統一協会」との抜き差しならない関係

が次から次へと明らかになってきました。「旧統一協会」が反

社会団体であることは明らかです。もはや個々の議員が説明す

るだけでは済まない状況です。政権与党・自民党として関与し

てきた経過をしっかり調査、説明すべきです。 
 

なぜ「故安倍氏国葬」なのでしょうか、岸田首相は国民へ何

も説明をしていません。「国葬」のお金は税金ですから、この

コロナ禍で今困っている人にこそ振り向けられるべきではない

でしょうか。 
  

私たちは安倍氏が無法な暴挙によって亡くなられたことに心から哀悼

の意を表するものです。同時にそのことと氏に対する政治的評価は別で

あると考えます。氏の在任中は、あの「安保法制」の強行という暴挙を

はじめ、モリカケサクラなどの事案で「ウソ」をついてきたことを忘れ

ません。何より法の下での平等をうたった「憲法違反」そのものです。 



その「安倍氏の遺志を継げ」と政府与党がすすめる秋の「国葬」には賛

成できません。 

さらにロシアのウクライナ侵略という蛮行が続く中、「いまがチャン

ス」と、岸田首相は『防衛予算のＧＤＰ２％への大幅増』をあろうこと

かアメリカに約束する始末です。そこまで増やしてどうするのでしょう

か。そして政権与党の議員は、「憲法９条は役に立たない」、「緊急事

態条項」の追加、「敵基地攻撃能力」の保有をと声高に叫び出してきて

います。あげくは「核兵器の保有を議論すべき」とまで言うのです。  
 

○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 ○○○○〇 

 

国連憲章と国際人道法のもと「軍事対軍事」でなく国際社会の圧倒的

な包囲網をさらに強めましょう。 
 
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

 

8 月 9 日（火）に「平和の鐘つき」を行いました。 

この日の午前 11 時から達磨寺さんの境内にて行われました。長崎被爆の 11

時に黙とう、その後お一人ずつ鐘をつかせていただきました。この行事は、

例年新婦人北広島支部さんが平和行事として達磨寺さんにお願いして行って

いるものです。今年は新婦人さんのご了解をいただきご一緒させてもらいま

した。１８名の市民が祈りを込めて鐘を鳴らしました。 

 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

9 月 19 日（月・敬老の日） 午後 4 時 ＪＲ北広島駅西口 

    「安保法強行 7年 市民集会」 
 

「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合北広島」が主催

する市民集会が開かれます。あの安保法が強行されて 7年目を迎えます。

毎年この日に同じ場所で、声を上げてきました。 
 

☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 

  

まなび座から 8 月 20 日に予定していた会合は、コロナ感染の

急拡大で中止しました。わざわざお越しいただいた方にお詫び

申し上げます。次は 9月 24 日（土）午前 10 時 いこ～よにて 

 ＜テキスト＞  

本田由紀著「『日本』ってどんな国？」ちくまプリマー新書 


